
ジェトロ「ビジネス短信」添付資料

表　時限的に関税が撤廃された対象品目の一覧

番号 HSコード 名称
輸入関税率

（引き下げ前）

1 0206
牛、豚、羊、山羊、馬、ロバ、ラバまたは馬の食品副産物で、生鮮、冷蔵または
冷凍のもの

10％

2 0301-0303 魚 5％
3 0304 魚の切り身 5％
4 0305 干物、塩漬けまたは塩蔵の魚 5％
5 0402 牛乳およびクリーム、コンデンスミルクまたは砂糖などの甘味料入りのもの 15％
6 0405 バターなど油脂、デイリースプレッド 5％
7 0407 家禽の卵で、殻付き、生鮮、冷蔵または茹でたもの 30％

8 0803 プランテンを含むバナナで、 生鮮および乾燥したもの
20％、ただし1キロ当たり

0.20ドル以上

9
0805

(0805 50 100 0を除く)
かんきつ類の実で、 生鮮および乾燥したもの（レモンを除く）

20％、ただし1キロ当たり
0.20ドル以上

10 0901
コーヒー、焙煎または非焙煎、カフェイン入りまたはカフェイン抜き。コーヒーハス
クおよびコーヒーシェル。コーヒーを含むコーヒー代用品

5％、ただし1キロ当たり
0.20ドル以上

11
0902 10 000 1
0902 30 000 1

使い捨てパッケージ入りの茶で、一次包装の正味重量が3kgを超えないもの
15％、ただし1キロ当たり

0.30ドル以上

12
0902 10 000 9
0902 30 000 9

その他の茶で、一次包装の正味重量が3kgを超えないもの
10％、ただし1キロ当たり

0.20ドル以上

13 1507
大豆油およびその分別品で、未精製であるか否かを問わないが、化学的成分に
変更がないもの

5％

14 1508
落花生油およびその分別品で、未精製であるか否かを問わないが、化学的成分
に変更がないもの

5％

15 1511
パーム油およびその分別品で、未精製であるか否かを問わないが、化学的成分
に変更がないもの

5％、ただし1キロ当たり
0.10ドル以上

16 1514
菜種油またはからし油、およびその分別品、未精製であるか否かを問わないが、
化学的成分に変更がないもの

5％

17 1516
動物性または植物性の油脂およびその分別物、水素添加、エステル交換、再エ
ステル化または溶出されたもの、未精製であるか否かを問わないが、それ以上
加工されていないもの

5％、ただし1キロ当たり
0.10ドル以上

18 1517
マーガリン：動物性または植物性の油脂、あるいはさまざまな油脂の油または分
別物の食用混合物または加工品、ただし1516項の食用油脂、油とその分別物
は除く

10％、ただし1キロ当たり
0.15ドル以上

19 1901

麦芽エキス：精粉、粗粉、穀物、澱粉または麦芽抽出物を原料とする調理済み
食品で、ココアを含まないか完全に脱脂した状態でココア含有量が40％未満
で、他の項目に含まれていないもの。0401～0404項の原料から作られた調理済
み食品で、ココアを含まないか完全に脱脂した状態でカカオ含有量が5％未満
で、他の項目に含まれていないのもの

30％、ただし1キロ当たり
1ドル以上

20 1903 00 000 0
タピオカおよびでんぷんから作られたその代用品で、フレーク状、顆粒状、カー
ネル状、粒状またはその他類似の形状をしたもの

15％

21 1904

穀物または穀物製品を膨らませたり焙煎して得られる調理済み食品（コーンフ
レークなど）、穀物、フレークまたはその他の加工した穀物（精粉、粗粉、挽き割り
を除く）の形状をしたシリアル（トウモロコシの粒を除く）、茹でるなどの方法で調
理済みのもので、他の項目に含まれていないもの

20％

22
2102 10 310 0,
2102 10 390 0

パン酵母
20％、ただし1キロ当たり

0.50ドル以上

（出所）2022年5月31日付ウズベキスタン共和国大統領令第145号付属書1およびウズベキスタンの関税率表を基にジェトロ作成
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